
【今期（令和２年度）の組織目標】
推進する上での課題 備考

【女性の活躍推進等】
・女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の
策定・届出等については、認定を目指した取組と併せて、法の履行確保を
図る。また、女性活躍推進法の改正については、新たに策定・届出等対
象となる101人以上企業に対し、着実な取組が行われる等円滑な施行に
向けて、周知徹底を図るとともに、必要な助言や援助を行う。

【総合的なハラスメント対策】
・企業におけるパワーハラスメント等の防止対策が講じられるよう、改正労
働施策総合推進法等の内容や指針についての周知・啓発を行うととも
に、法の履行確保を図るために、事業主に対する助言・指導等を行う。

【雇用環境均等行政に関わる法律の履行確保】
・男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の履行確保を図る。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について、管内
の労使団体、医療関係団体等と連携して周知徹底を図るとともに、法違
反等を把握した場合には、報告徴収等により必要な措置が講じられるよ
う、助言、指導等を行う。
・企業において男女ともに、仕事と育児・介護との両立が図られるように、
両立支援制度の内容及び助成金等の活用について周知を行う。

2

期限（3月末まで）
数値目標（商工団体等に対して、中企
業支援策の活用に向けた訪問等の周
知を年間20回。）

・労使への効果的な働きかけ
・企業が行う取組への支援
・気運の醸成

3

期限（3月末まで）

数値目標（女性活躍推進法及び次世
代育成支援対策推進法に基づく認定
申請4件以上、男女雇用機会均等法等
に基づく行政指導における是正割合
90％以上）

・効果的な周知
・労使への効果的な働きかけ
・企業が行う取組への支援

4

期限（3月末まで）
数値目標（過重労働が疑われる事業場
に対し、全数監督を実施）

・令和２年度は、時間外労働の上限規
制が中小企業にも適用され、その遵守
を徹底する必要がある。特に、重大な
問題がある事業場に対しては、速やか
に監督指導を実施する必要がある。
・また、時間外労働の上限規制が適用
される中小企業においては、労働関係
法令に関する知識や労務管理体制が
必ずしも十分でないことから、中小企業
が法令の趣旨・内容をしっかり理解した
上で、長時間労働削減に向けた自主
的な取組が促進されるよう、きめ細か
な周知及び支援を行うことが必要であ
る。

【監督指導等の適切な実施等】
・改正労働基準法等に基づく長時間労働の是正及び過重労働による健康
障害防止対策を徹底するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が
１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわた
る過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場すべて
に対し、監督指導を引き続き実施する。
・また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用
されたことを踏まえ、中小企業を中心とする改正労基法等の周知及び支
援に取り組む。

1

期限（3月末まで）
数値目標（新聞等に取り上げられる回
数年間300回）

【労働行政の周知・広報】
・労働行政が地域において果たす役割を広く認識してもらうため、労働局
や署所での取組について、新聞、機関誌、インターネットニュース等の媒
体で記事が掲載されるよう取り組む。また、地方自治体、地方選出国会議
員、労使団体等との連携強化に関する取組を推進する。
・大学等と連携し、大学等における労働関係法令の普及等に関するセミ
ナーや講義等を実施する。

（別添）　　　　　　　　　　　　長崎労働局の組織目標

長崎労働局のミッション： 　「働き方改革」の定着のために

内容

【働き方改革の推進】
・中小企業等において働き方改革への取組を進めるため、労働環境の改
善や生産性の向上等が図られるように、働き方改革推進協議会の構成員
等と連携し積極的に会合での説明等周知を行うとともに、併せて、働き方
改革推進支援センター、働き方改革支援助成金制度等の積極的な活用を
図る。
・労働局幹部による管内主要企業等の経営トップへの働きかけ、地方公
共団体、労使等の関係者から構成される会議の開催など、働き方改革に
取り組みやすい環境の整備及び気運の醸成を図る。

【雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保】
・パートタイム・有期雇用労働法について、中小企業に対しては、来年4月
からの円滑な施行に向け、あらゆる機会を通じて、周知徹底を図るととも
に、働き方改革推進支援センターを活用し、個別支援等を積極的に行う。
なお、施行された大企業については、報告徴収等により法の履行確保を
徹底する。



（注１） 
（注２） 

5

期限（12月末まで）
数値目標（死傷災害・4月～12月まで
1,036件以内） ・昨年（令和元年）は、死傷災害1,580

件と前年を81件も上回ってしまい、2年
連続で目標の達成には至らなかった。
今年度は第13次防の中間年となり、目
標達成が不可欠となるが、14％以上の
削減を目指す非常に厳しい状況となっ
ている。例年以上に労働災害防止活動
を推進すべきであるが新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の関係で様々な取
組の工夫が必要となる。

　【働く人々の安全と健康の確保】
・第13次防による今年の労働災害の減少目標について、死傷災害1,382
件・死亡災害11件以内を年間の目標とする。
・上記の目標を達成するために、4月～12月までの災害速報値において、
死傷災害の災害発生件数を1,036件（1,382件÷12か月×9か月）以下とす
る。
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期限（3月末まで）
数値目標（長崎県地域最低賃金につい
て、県市町広報誌又はＨＰへの掲載率
100％）

・労使、地方公共団体等との調整・連
携

【最低賃金制度の適切な運営等】
・地域の経済動向及び実情を踏まえつつ、地方最低賃金審議会の円滑な
運営を図る。
・最低賃金制度及び改定された最低賃金額の周知について、①使用者団
体のほか労働組合や教育機関等を通じた学生アルバイト等を含む労働
者に対する周知、②地方公共団体の広報誌を通じた周知等により効果的
に実施する。

【ハローワークのマッチング機能の強化等】
・ハローワークのマッチング機能の強化を図るため、PDCAサイクルによる
進捗管理と実施状況の分析を行い、目標達成に向けた積極的な改善策
の提案を行う。
・目標とした数値目標の進捗状況については、毎月のホームページにお
いて公表することにより、取り組みの透明性と職員の意識向上を図る。

7

期限（3月末まで）
数値目標（前年度末の6か月を経過し
た事案の全件解消）

【労災認定の迅速・的確な実施】
・長期未決事案の解消を図るため、労災認定基準などに基づき、迅速・的
確な労災認定を行う。
・労災請求書受付後の事案管理を適切に行い、前年度末の6か月を経過
した事案(27件)を全件解消する。

　内容は数値目標などいつまでに何をするか具体的かつ明確に記載すること。
　期限は必ず記載し、数値目標は設定した場合に記載すること。

11

10

期限（3月末まで）
数値目標（個人情報の漏えい及び官用
車事故の件数（行政に瑕疵のない事案
を除く。）を前年度件数以下とする。）

【労働局の適切な運営の確保】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、あらゆる感染症対
策を徹底する。
・労働行政の信頼を損なわないよう、個人情報の漏えい及び官用車事故
の発生防止に取り組むとともに、適正な公文書管理を徹底する。
・法令遵守及び公務員倫理の徹底、綱紀の厳正な保持のため、あらゆる
研修の機会を活用するとともに充実を図るほか、局内の会議の場等を通
じた周知徹底や意識改革の呼びかけ等を行う。

期限（3月末まで）
数値目標（「男の産休」5日以上取得
率：100％）

【女性活躍とワークライフバランスの推進、働き方・休み方改革】
・「厚生労働省における女性活躍とワークライフバランス推進のための取
組計画」に基づき、令和2年度までに男性職員の育児休業取得率50％を
達成できるよう、男性職員の育児休業の取得等を促進する。
・働き方・休み方改革の実現を図るため、単なる「早帰り」ではなく、業務方
針の早期決定、仕事の割振り、手順等の具体的かつ的確な指示等業務
改善ルールの徹底と、優先順位の明確化等管理職がとるべきマネージメ
ントを徹底し、計画的かつ効率的な業務処理を促進する。
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期限（3月末まで）
数値目標（2週間以内の支給決定
100%）

・経済状況、雇用失業情勢との関係

【新型コロナウイルス感染症拡大に伴う雇用を守るための対応】
・特例措置を抜本的に拡充した雇用調整助成金及び創設した新型コロナ
ウイルス感染症対応休業支援金について、その周知及び迅速な支給に
努める。
・雇止め等にあった労働者の早期再就職を支援するため、就職支援を強
化する。
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期限（3月末まで）

数値目標（就職件数22,960件以上、求
人充足件数21,868件以上、雇用保険
受給者の早期再就職件数6,945件以
上）

・経済状況、雇用失業情勢との関係



【職員の能力向上のための取り組み】
備考

（注１） 
（注２） 

コミュニケーション
能力

・各部室で連携し、労働局や署所の取組を、積極的にマスコミへ周知・広報する。
・報道発表資料、パンフレット等の作成に当たっては、その内容がわかりやすいものとなっているかチェックを行
い、改善を図る。
・局のホームページの充実・改善を図る。

　それぞれの能力向上のための取り組みについて、いつまでに何を行うのか具体的に記載してください。
　組織目標の欄に記載した内容が上記に該当する場合には、（再掲）と付して記載してください。

リスク対応能力
・状況の変化や問題が生じた場合、速やかに情報の収集及び公表等の適切な対応を行う。
・自然災害や来庁者による暴力行為等の緊急時において、機動的かつ的確な対応を行い、業務の円滑かつ適正
な執行を確保する。

コスト意識

・予算執行に当たり、その執行状況を十分把握するとともに、不要な支出が行われないよう留意する。
・署所の業務改善については、事業の必要性や重複の有無等について検証するなど課題・問題点を把握、整理
し、改善策を取りまとめる。
・効率的な業務遂行に資する観点から、3項目以上の業務改善を実施する。
・遊休資産については、早期の処分を進める。

業務改善能力

・寄せられた苦情・意見等を踏まえ、業務運営について不断の見直しを行う。
・パワハラ、セクハラ防止、年次休暇の取得及び早期退庁等の職場環境の改善を進める。
・内部通報制度の周知徹底を図り、誰もが通報しやすい環境整備を行う。
・窓口における請求者等に対する丁寧な説明の徹底により納得性を高める。
・職員が事務処理を的確に行うよう徹底するとともに、これまで事務処理誤り等が少なからず生じていることを踏ま
え、事務処理の内容をチェックする立場にある職員がその点を意識してチェックするなど、再発の防止や事務の改
善を図る。

新政策企画・立案
能力

・各部室共通の課題に対して、連携して機動的な対応を行う。
・具体的な政策の実施に当たっては、各地域における雇用・労働情勢を踏まえた的確な取組を行う。

政策検証能力
・署所において、達成に向けて取り組むべき主要な目標を定め、ＰＤＣＡサイクルによる管理を行う。
・政策について、関係機関等との積極的な意見交換の実施により、地域の実情を踏まえ運用等に反映を行う。
・各部室で連携し、労働局や署所の取組を、積極的にマスコミへ周知・広報する。

内容

実態把握能力
・関係機関等との意見交換を積極的に実施する。
・管内の状況をエビデンスに基づいて捉えられるよう、局における分析力の向上を図る。

人材育成・組織活
性化

・各部室共通の課題に対して、連携して機動的な対応を行う。
・他労働局等との人事交流を実施して自局以外を体験させる。
・労働行政に迅速、適切に対応できる能力を育成するために、職員研修の充実・強化を図る。
・職員の心身の健康を維持し、職員の健康確保とメンタルヘルス対策の改善を図るとともに、効果的な業務遂行に
資する観点から、早期退庁の促進、超過勤務の縮減、年次休暇（全ての職員が年間16日以上）の取得を図るほ
か、ストレスチェック結果等を踏まえつつ、職場環境の改善等を進める。


